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東京都北区議会政治倫理審査会名簿 
 

                
氏   名 

区議会議員 

仲田
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大島
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 （ 弁護士)  

（ 任期： 令和５ 年10月28日～令和７ 年10月27日）  

 



北区議会における 政治倫理の確立と 向上に向けた取組み（ 政治倫理に関する 条例の概要）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北区議会では、 議員が区民の厳粛な信託を 受けた立場にある こ と を 認識し 、 区民全体の奉仕者と し て政治倫理の確立と 向上に努め、

常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を 行う こ と を 促し 、 も っ て清浄で民主的な区政の発展に寄与する こ と を 目的に、 政治倫理に

関する 条例を 制定し ている （ H 10.12.7 制定）。  

目的 

・ 区民全体の代表者と し て、 区政に携わる 権能と 責務を 深く 自

覚し 、 地方自治の本旨に従っ て、 その使命の達成に努めなけ

ればなら ない。  

・ 自己の地位によ る 影響力を不当に行使し て、 自己の利益を 図

っ てはなら ない。  

責務（ 議員）  

・ 自己の利益又は第三者の利益若し く は不利益を 図る 目的を も

っ て、 議員に対し て政治倫理基準に反する こ と と なる 働き か

けを行っ てはなら ない。  

 

責務（ 区民）  

・ 区民全体の代表者と し て、 その品位と 名誉を 損なう 一切の行為を 慎むと と も に、 区職員の採用に介入する など 、 その職務に関し 不

当の疑惑を も たれる おそれのある 行為を し ないこ と 。  

・ 区民全体の奉仕者と し て人格と 倫理の向上に努め、 その地位を 利用し 、 職務の公正を 疑わせる よ う な金品の授受等を し ないこ と 。  

・ 区が行う 売買、 委託及び請負の契約に関し 、 特定の個人及び企業その他の団体のために有利又は不利な取計ら いを し ないこ と 。  

・ 兼業･兼職報告書に記載し た企業その他の団体に関し 、 地方自治法第 92 条の 2（ 議員の兼業禁止） 及び第 117 条（ 議長及び議員の

除斥） の規定の趣旨を 尊重し 、 区民に対し 疑惑の念を 生じ さ せる こ と がないよ う に努める こ と 。  

・ 政治活動に関し 、 企業その他の団体から 、 政治的道義的批判を 受ける おそれのある 寄附等を 受けないこ と 。 特に、 区と 現に売買、

委託及び請負の契約関係にある 企業から の寄附等は自粛する こ と 。政治資金規正法第 3 条第 1 項第 2 号に規定する 団体（ 後援団体）

についても 同様と する 。  

・ 政治倫理基準に反する 事実がある と の疑惑を 持たれたと き は、 自ら 誠実な態度を も っ て疑惑の解明にあたる と と も に、 その責任を

明確にする よ う 努めなければなら ない。  

議員の政治倫理基準 
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・「 兼業･兼職報告書」  

毎年 4 月 1 日において企業その他の団体の役員、 顧問その他の職に就いている 場合は、 同月 30 日ま でに議長に提出する 。  

・「 収支報告書の写し 」  

政治資金規正法第 12 条第 1 項の規定によ り 東京都選挙管理委員会に提出し た政治団体に係る 収支報告書の写し を 、提出後速やかに

議長に提出する 。 ※後援団体についても 同様。  

・ 閲覧請求 

 区民は、「 兼業･兼職報告書」「 収支報告書の写し 」 の閲覧を 請求でき る 。  

議員の報告義務･区民の閲覧請求 

【 組織】                         【 審査請求の要件】  

・ 委員 13 人（ 議員 8、 区民 3、 識見者 2）          政治倫理基準に違反する 行為を し た疑いがある と 認めら れる と き は、 

・ 任期 2 年                       その疑いを 証する 資料を添付し て、「 有権者 500 人以上」 又は「 議員 

・ 公開（ ただし 、 出席委員の 2/3 以上の同意で非公開可。）   定数の 1/8 以上」 の連署をも っ て審査を請求する こ と ができ る 。  

             

【 審査】  

・ 審査請求の適否及び当該事案の存否の審査を 行い、 文書で議長に審査結果を 報告する 。 ま た、 政治倫理確立のため必要と 認める

措置を 勧告する こ と ができ る 。  

※勧告の種別…「 注意」「 一定期間の出席自粛勧告」「 議長等の役職辞任勧告」「 議員辞職勧告」  

・ 90 日以内に審査結果を 報告する よ う 努めなければなら ない。  

・ 審査のため、 当該議員又は関係人に対し 、 事情聴取等必要な調査をする こ と ができ る 。  

【 議員の協力義務･弁明】  

・ 当該議員は、 審査会から 審査に必要な資料の提出又は会議への出席請求がある 場合は、 従わなければなら ない。  

・ 当該議員は、 審査会への弁明請求及び審査結果に対する 弁明書の提出を する こ と ができ る 。  

【 審査結果･弁明書の公表】  

 ・ 議長は、 審査結果及び弁明書を公表する 。  

政治倫理審査会 
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東京都北区議会議員の政治倫理に関する 条例 

（ 平成 10 年 12 月 7 日条例第 56 号）  

改正 平成 14 年 6 月 28 日 条例第 31 号 

 （ 目的）  

第１ 条 こ の条例は、 東京都北区議会議員（ 以下「 議員」 と いう 。） が区民の厳粛な信託を

受けた立場にある こ と を認識し 、区民全体の奉仕者と し て政治倫理の確立と 向上に努め、

常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行う こ と を促し 、 も つて清浄で民主的な区政

の発展に寄与する こ と を目的と する 。  

 

 （ 議員等の責務）  

第２ 条 議員は、 区民全体の代表者と し て、 区政に携わる 権能と 責務を深く 自覚し 、 地方

自治の本旨に従つて、 その使命の達成に努めなければなら ない。  

２  議員は、自己の地位によ る 影響力を不当に行使し て、自己の利益を図つてはなら ない。  

３  区民は、 自己の利益又は第三者の利益若し く は不利益を図る 目的をも つて、 議員に対

し て次条に規定する 政治倫理基準に反する こ と と なる 働き かけを行つてはなら ない。  

 

 （ 政治倫理基準）  

第３ 条 議員は、 次の各号に掲げる 政治倫理基準を遵守し なければなら ない。  

 ( 1)  区民全体の代表者と し て、 その品位と 名誉を損なう 一切の行為を慎むと と も に、 東

京都北区（ 以下「 区」 と いう 。） の職員の採用に介入する など、 その職務に関し 不当の

疑惑をも たれる おそれのある 行為をし ないこ と 。  

 ( 2)  区民全体の奉仕者と し て人格と 倫理の向上に努め、 その地位を利用し 、 職務の公正

を疑わせる よ う な金品の授受等をし ないこ と 。  

 ( 3)  区が行う 売買、 委託及び請負の契約に関し 、 特定の個人及び企業その他の団体のた

めに有利又は不利な取計ら いをし ないこ と 。  

 ( 4)  次条に規定する 兼業・ 兼職報告書に記載し た企業その他の団体に関し 、 地方自治法

（ 昭和 22 年法律第 67 号） 第 92 条の２ 及び第 117 条の規定の趣旨を尊重し 、区民に対

し 疑惑の念を生じ さ せる こ と がないよ う に努める こ と 。  

 ( 5)  政治活動に関し 、 企業その他の団体から 、 政治的道義的批判を受ける おそれのある

寄附等を受けないこ と 。 特に、 区と 現に売買、 委託及び請負の契約関係にある 企業か

ら の寄附等は自粛する こ と 。 政治資金規正法（ 昭和 23 年法律第 194 号） 第３ 条第１ 項

第２ 号に規定する 団体（ 以下「 後援団体」 と いう 。） についても 同様と する 。  

２  議員は、 政治倫理基準に反する 事実がある と の疑惑を持たれたと き は、 自ら 誠実な態

度をも つて疑惑の解明にあたる と と も に、 その責任を明確にする よ う 努めなければなら

ない。  
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 （ 兼業・ 兼職報告書等の提出）  

第４ 条 議員は、 毎年４ 月１ 日において企業その他の団体の役員、 顧問その他の職に就い

ている 場合には、 当該団体の名称及び住所並びに当該職名を記載し た兼業・ 兼職報告書

を同月２ 日から 同月 30 日ま での間（ 当該期間内に任期満了又は議会の解散によ る 任期終

了によ り 議員でない期間がある 者で当該任期満了又は議会の解散によ る 選挙によ り 再び

議員と なつたも のにあつては、同月２ 日から 再び議員と なつた日から 起算し て 30 日を経

過する 日ま での間） に、 議長に提出し なければなら ない。 なお、 兼業・ 兼職報告書の内

容に変更が生じ た場合は、兼業・ 兼職変更届を速やかに議長に提出し なければなら ない。  

２  議員は、政治資金規正法第 12 条第１ 項の規定によ り 東京都選挙管理委員会に提出し た

収支報告書の写し を、 提出後速やかに議長に提出し なければなら ない。 後援団体につい

ても 、 同様と する 。  

３  区民は、 議長に対し 、 前２ 項の規定によ り 提出さ れたそれぞれの報告書について閲覧

を請求する こ と ができ る 。  

４  議長は、 兼業・ 兼職報告書については、 提出すべき 期間の末日の翌日から 起算し て５

年を経過する 日ま で、 収支報告書の写し については、 東京都選挙管理委員会によ り 要旨

を公表さ れた日から ５ 年を経過する 日ま で保存し なければなら ない。  

 

 （ 政治倫理審査会の設置）  

第５ 条 政治倫理に関する 事項を審査する ため、東京都北区議会政治倫理審査会（ 以下「 審

査会」 と いう 。） を置く 。  

２  審査会の委員は 13 人と し 、 う ち８ 人を議員のう ちから 、 ５ 人を地方自治法第 18 条に

定める 選挙権を有する 区民及び地方行政に関し て識見を有する 者のう ちから 、 議長が委

嘱する 。  

３  審査会の委員の任期は２ 年と し 、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間と する 。 た

だし 、 再任を妨げない。  

４  審査会の会議は公開と する 。 ただし 、 やむを得ず非公開と する と き は、 出席委員の３

分の２ 以上の同意を必要と する 。  

５  審査会の委員は、 公平かつ適切にその職務を遂行する も のと し 、 その職務を政治的目

的のために利用し てはなら ない。  

６  審査会の委員は、 職務上知り 得た秘密を漏ら し てはなら ない。 その職を退いた後も 、

同様と する 。  

 

 （ 区民の審査請求権）  

第６ 条 区民は、 議員が政治倫理基準に違反する 行為をし た疑いがある と 認めら れる と き

は、こ れを証する 資料を添付し て、地方自治法第 74 条第 5 項に規定する 選挙権を有する

500 人以上の者の連署をも つて、 議長に審査を請求する こ と ができ る 。  

２  議長は、 前項の規定によ る 審査の請求がなさ れたと き は、 審査会にその審査を求めな
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ければなら ない。  

 

 （ 議員の審査請求権）  

第７ 条 議員（ 審査会の委員である 議員を除く 。） は、 議員が政治倫理基準に違反する 行為

をし た疑いがある と 認めら れる と き は、 こ れを証する 資料を添付し て、 議員定数の８ 分

の１ 以上の者の連署をも つて、 議長に審査を請求する こ と ができ る 。  

２  議長は、 前項の規定によ る 審査の請求がなさ れたと き は、 審査会にその審査を求めな

ければなら ない。  

 

 （ 政治倫理基準違反等の審査）  

第８ 条 審査会は、 議長よ り 第６ 条第２ 項又は前条第２ 項の規定によ り 審査を求めら れた

と き は、 当該審査請求の適否及び当該事案の存否の審査を行い、 文書で議長に審査結果

を報告し なければなら ない。 こ の場合において、 審査会は政治倫理確立のため必要と 認

める 措置を勧告する こ と ができ る 。  

２  審査会は、議長よ り 審査を求めら れたと き から 90 日以内に審査結果を報告する よ う 努

めなければなら ない。  

３  審査会は、 第１ 項の審査を行う ため、 審査の申立てをさ れた議員（ 以下「 当該議員」

と いう 。） 又は関係人に対し 、 事情聴取等必要な調査をする こ と ができ る 。  

４  議長は、 審査会から 審査結果の報告を受けたと き は、 請求者及び当該議員に文書で通

知する と と も に、 その概要を公表し なければなら ない。  

 

 （ 議員の協力義務）  

第９ 条 当該議員は、 審査会から 審査に必要な資料の提出又は会議への出席の請求がある

場合は、 それに従わなければなら ない。  

 

 （ 弁明）  

第 10 条 当該議員は、審査会において口頭又は文書によ り 弁明する こ と を請求する こ と が

でき る 。  

２  当該議員は、 審査結果について議長に対し 弁明書を提出する こ と ができ る 。  

３  前項の規定によ り 弁明書が提出さ れた場合は、 議長は第８ 条第４ 項の審査結果の公表

にあたり 、 弁明書の全部又は概要を併せて公表する も のと する 。  

 

 （ 審査結果の尊重）  

第 11 条 東京都北区議会は、審査会から 報告及び勧告を受けた事項を尊重し 、政治倫理基

準に違反し たと 認めら れる と き は、 議会の名誉と 品位を守り 、 区民の信頼を回復する た

めに必要と 認めら れる 措置を講ずる も のと する 。  
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 （ 委任）  

第 12 条 こ の条例の施行に関し 必要な事項は、 議長が別に定める 。  

 

   付 則 

 （ 施行期日）  

第１ 条 こ の条例は、 平成 11 年５ 月１ 日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日において議員である 者が、 最初に関する 兼業・ 兼職報告書におい

ては、 第４ 条第１ 項中「 毎年４ 月１ 日」 と ある のは「 こ の条例の施行の日」 と 、「 同月２

日」 と ある のは「 こ の条例の施行の日の翌日」 と 、「 同月 30 日ま での間」 と ある のは「 こ

の条例の施行の日の翌日から 起算し て 30 日を経過する 日ま での間」 と 読み替える 。  

３  こ の条例の施行の日以後、 新し く 議員に就任し た者が最初に提出する 兼業・ 兼職報告

書においては、 第４ 条第１ 項中「 毎年４ 月１ 日」 と ある のは「 就任の日」 と 、「 同月２ 日」

と ある のは「 就任の日の翌日」 と 、「 同月 30 日ま での間」 と ある のは「 就任の日の翌日

から 起算し て 30 日を経過する 日ま での間」 と 読み替える 。  

 

 （ 適用区分）  

第２ 条 第６ 条第１ 項及び第７ 条第１ 項の規定は、 こ の条例の施行の日以後になさ れた行

為について適用する 。  

 

 （ 検討）  

第３ 条 議員の資産公開に係る 規定の整備等については、 こ の条例施行後速やかに検討す

る 。  

 

  付 則（ 平成 14 年６ 月 28 日条例第 31 号）  

 こ の条例は、 平成 14 年９ 月１ 日から 施行する 。  
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東京都北区議会議員の政治倫理に関する条例施行規程 

 

平成１ １ 年 ２ 月１ ５ 日 議会規則第１ 号 

改正 平成１ ４ 年 ６ 月２ ８ 日 議会規則第２ 号 

平成１ ９ 年１ １ 月 ７ 日 議会規則第３ 号 

平成３ ０ 年 ６ 月 ７ 日 議会規則第１ 号 

令和 ４ 年 ４ 月 １ 日 議会規則第２ 号 

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の規程は、 東京都北区議会議員の政治倫理に関する 条例（ 平成１ ０ 年１ ２ 月東

京都北区条例第５ ６ 号。 以下「 条例」 と いう 。） の施行について必要な事項を定める も の

と する 。  

 

（ 政治倫理基準）  

第２ 条 条例第３ 条第１ 項第１ 号に規定する 職員と は、 地方公務員法（ 昭和２ ５ 年法律第

２ ６ １ 号） 第２ ２ 条の２ 第１ 項に規定する 会計年度任用職員を含むも のと する 。  

２  条例第３ 条第１ 項第２ 号に規定する 金品の授受等と は、 接待その他のも てなし 行為を

含むも のと する 。  

３  条例第３ 条第１ 項第５ 号に規定する その他の団体には、 政治資金規正法第３ 条第１ 項

に規定する 「 政治団体」 及び同条第２ 項に規定する 「 政党」 は含ま ないも のと する 。  

４  条例第３ 条第１ 項第５ 号に規定する 寄附等と は、 金銭、 物品その他の財産上の利益の

供与又は交付、 その供与又は交付の約束で党費、 会費、 その他債務の履行と し てなさ れ

る も の以外のも のをいい、 政治資金規正法第２ ２ 条の８ に規定する 政治資金パーティ ー

の対価の支払を含むも のと する 。  

 

（ 報告書等の様式）  

第３ 条 条例第４ 条第１ 項の兼業・ 兼職報告書は、 別記第１ 号様式によ る も のと する 。  

２  条例第４ 条第３ 項の閲覧の請求は、 別記第２ 号様式によ る も のと する 。  

 

（ 期限の特例）  

第４ 条 条例第４ 条第１ 項の規定によ る 報告書の提出期限が、 東京都北区の休日を定める

条例（ 平成元年３ 月東京都北区条例第１ 号） 第１ 条第１ 項に規定する 東京都北区の休日

に当たる 時は、 その日の翌日をも つてその期限と みなす。  

 

（ 報告書の変更及び訂正）  

第５ 条 条例第４ 条第１ 項の兼業・ 兼職変更届は、 別記第３ 号様式によ る も のと する 。  
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２  条例第４ 条第１ 項の規定によ り 提出し た兼業・ 兼職報告書を訂正する 場合には、 訂正

の箇所に訂正署名する と と も に、 訂正年月日を記載し なければなら ない。 こ の場合にお

いて、 削つた部分は、 こ れを読むこ と ができ る よ う に字体を残さ なければなら ない。  

 

（ 報告書等の閲覧）  

第６ 条 条例第４ 条第３ 項の規定によ る 閲覧は、 議長が指定する 場所で、 執務時間中にし

なければなら ない。 閲覧を行つた者は、 それによ つて得た情報を適正に使用する と と も

に、 その情報を不正に使用し てはなら ない。  

２  報告書は、 丁重に取り 扱い、 破損、 汚損、 加筆等の行為をし てはなら ない。  

３  前二項の規定に違反する 者に対し ては、 その閲覧を中止さ せ、 又は閲覧を禁止する こ

と ができ る 。  

 

（ 報告書の写し の交付）  

第７ 条 条例第４ 条第１ 項の報告書の写し の交付（ 以下「 写し の交付」 と いう 。） を受けよ

う と する 者は、 兼業・ 兼職報告書写し 交付申請書（ 別記第４ 号様式） を議長に提出し な

ければなら ない。  

２  写し の交付に要する 費用は当該交付を受ける 者の負担と し 、 その負担額は議長が別に

定める 。  

 

（ 審査会の委員）  

第８ 条 条例第５ 条の規定によ る 東京都北区議会議員政治倫理審査会（ 以下「 審査会」 と

いう 。）の委員のう ち地方自治法第１ ８ 条に定める 選挙権を有する 区民については３ 人と

し 、 地方行政に関し て識見を有する 者については２ 人と する 。  

 

（ 審査会の会長等）  

第９ 条 審査会に会長及び副会長を置く 。  

２  会長及び副会長は、 委員の互選によ る 。  

３  会長は、 審査会を代表し 、 会務を総理する 。  

４  副会長は、 会長を補佐し 、 会長に事故ある と き 又は会長が欠けたと き は、 その職務を

代理する 。  

 

（ 審査会の会議）  

第１ ０ 条 審査会は、 会長が招集する 。  

２  審査会は、 委員の半数以上が出席し なければ、 会議を開く こ と ができ ない。  

３  審査会の議事は、 出席委員の過半数で決し 、 可否同数のと き は、 会長の決する と こ ろ

によ る 。  

４  審査会は、 審査を適正かつ迅速に行い、 又は会議の秩序を維持する ために、 必要な措
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置をと る こ と ができ る 。  

 

（ 委員の除斥）  

第１ １ 条 審査会の委員は、 自己若し く は父母、 祖父母、 配偶者、 子、 孫若し く は兄弟姉

妹の一身上に関する 事件又は自己若し く はこ れら の者の従事する 業務に直接の利害関係

のある 事件については、 その審査に参与する こ と ができ ない。  

 

（ 庶務）  

第１ ２ 条 審査会の庶務は、 区議会事務局において処理する 。  

 

（ 傍聴）  

第１ ３ 条 審査会の会議の傍聴については、 東京都北区議会委員会傍聴規程（ 昭和６ ０ 年

６ 月東京都北区議会規則第２ 号） の例によ る 。  

 

（ 審査請求）  

第１ ４ 条 条例第６ 条第１ 項及び第７ 条第１ 項の規定によ り 審査を請求し よ う と する 者は、

審査請求書（ 別記第５ 号様式） を議長に提出し なければなら ない。  

２  前項の審査請求書に添付する 疑義を証する 資料は、 条例第３ 条第１ 項の政治倫理基準

に違反する 疑いのある 事実を具体的に指摘する も のでなければなら ない。  

３  議長は、 第１ 項の規定によ り 審査請求書が提出さ れたと き は、 審査請求書と 添付資料

の写し を添えて速やかに審査会に提出し 、 審査を求める と と も に、 審査の申立てをさ れ

た東京都北区議会議員（ 以下「 議員」 と いう 。） に審査請求書及び添付資料の写し を送付

し なければなら ない。  

４  条例第６ 条第１ 項に規定する 連署は、 別記第６ 号様式の例によ る 署名簿に、 審査請求

書又は審査請求書の写し を付し て求める も のと する 。 署名は、 住所を記載し 自筆によ る

署名をし たも のでなければなら ない。  

５  条例第６ 条第１ 項及び第７ 条第１ 項の場合において、 地方自治法第７ ４ 条第７ 項に定

める 期間は審査の請求及び署名を求める こ と ができ ない。  

 

（ 審査請求書等の不備の補正）  

第１ ５ 条 議長は、 前条によ り 審査請求を受けた場合において、 当該審査請求書の記載事

項及び添付書類に不備がある と き は、 その補正を命ずる も のと する 。  

 

（ 審査請求の却下）  

第１ ６ 条 議長は、 審査請求を行つた者が前条の規定によ る 補正命令に従わないと き は、

当該審査請求を却下する も のと する 。  

（ 関係人への調査）  
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第１ ７ 条 審査会が条例第８ 条第３ 項の規定によ り 関係人（ 議員を除く ） に対し 事情聴取

等必要な調査を求める 場合には、 議長を経なければなら ない。  

 

（ 勧告）  

第１ ８ 条 条例第８ 条第１ 項に定める 措置の勧告の種別は、 次のと おり と する 。  

( 1)  注意 

( 2)  一定期間の出席自粛勧告 

( 3)  議長等の役職辞任勧告 

( 4)  議員辞職勧告 

 

（ 審査結果の公表）  

第１ ９ 条 条例第８ 条第４ 項の規定によ る 概要の公表は、 北区議会広報紙等に掲載し て行

う も のと する 。  

 

（ 弁明）  

第２ ０ 条 条例第１ ０ 条第２ 項に規定する 弁明書は、 別記第７ 号様式によ る も のと する 。  

２  前項の弁明書は、 審査会の審査結果の通知があつた日から 起算し て１ ４ 日以内に提出

し なければなら ない。  

 

（ 委任）  

第２ １ 条 こ の規程に定める も ののほか、 必要な事項は、 議長が別に定める 。 但し 、 審査

会の運営に関し 必要な事項は、 審査会が別に定める 。  

 

付 則 

（ 施行の期日）  

１  こ の規程は、 平成１ １ 年５ 月１ 日から 施行する 。  

（ 最初の会議の招集）  

２  審査会の委員が委嘱さ れた後最初に招集すべき 会議は、 第１ ０ 条第１ 項の規定にかか

わら ず、 議長が招集する 。  

付 則（ 平成１ ４ 年６ 月２ ８ 日議会規則第２ 号）  

こ の規程は、 平成１ ４ 年９ 月１ 日から 施行する 。  

付 則（ 平成１ ９ 年１ １ 月７ 日議会規則第３ 号）  

こ の規程は、 公布の日から 施行する 。  

付 則（ 平成３ ０ 年６ 月７ 日議会規則第１ 号）  

こ の規程は、 公布の日から 施行する 。  

付 則（ 令和４ 年４ 月１ 日議会規則第２ 号）  

こ の規程は、 公布の日から 施行する 。  
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東京都北区議会議員の政治倫理に関する 条例の解釈指針 

 

（ 平成 11 年 2 月 15 日幹事長会確認）  

 

１  議員等の責務（ 条例第２ 条関係）  

 ( 1)  条例第２ 条は、 条例第１ 条を受けて議員及び区民の責務について規定する も のであ

る 。 第１ 項においては積極的な側面から 、 第２ 項においては消極的な側面から 規定し

明確化を図っている 。 第３ 項では議員の責務遂行を保全する と と も に、 区民の自覚を

高める ため区民の責務について規定し ている 。  

① 第２ 項にいう 「 不当」 と は、 違法である 場合はも と よ り 、 実質的な妥当、 公正さ を

欠く 行為ま たは状態をいう 。 ま た、 条例第３ 条第１ 項第１ 号における 「 不当の疑惑」、

第２ 号における 「 公正を疑わせる 」、 第４ 号における 「 疑惑の念を生じ さ せる 」 と は、

こ の視点から 見て疑念を生じ さ せる 行為をいう 。  

② 第３ 項にいう 「 区民」 と は、 区内に住所を有する 法人、 人格なき 社団を含む。  

 

２  政治倫理基準（ 条例第３ 条関係）  

 ( 1)  条例第３ 条は、 政治倫理の確立のため、 議員が遵守すべき 行為基準を規定する と と

も に、 疑惑を持たれた場合の解明義務について定めている 。  

 ( 2)  第１ 項第１ 号は、 区民の代表者たる にふさ わし い行為をなすべき こ と を総論と し て

規定する と と も に、 議会外において議会自体を誹謗する 行為等を規制する と と も に、

人事のう ち職員採用に関する こ と について、 議員の職務権限、 影響力を直接・ 間接に

行使し 、 職員の裁量行為等に不当な影響を及ぼすこ と を規制する 。 ま た、 威圧的な行

為を規制する 。  

① 第１ 号にいう 「 その品位と 名誉を損なう 一切の行為」 と は、 議員の地位における

行為についていう も のであり 、 私的行為は含ま ない。  

② 第１ 号にいう 「 職員の採用」 と は、 区の出資する 団体の職員についても 自粛する

も のと する 。  

 ( 3)  第１ 項第２ 号は、 社会通念上認めら れる 社交的、 儀礼的な範囲を超える 金品を授受

する 行為等を規制する 。 ま た、 自ら 金品の授受等を行わない場合であっても 、 政治資

金規正法第 22 条の７ に触れる 恐れのある 斡旋行為を含む。  

① 第２ 号にいう 「 金品の授受等」 には、 食事の接待等の費消さ れる 行為を含む。  

 ( 4)  第１ 項第３ 号は、 区の行う 契約全般について、 契約の公正さ を損ねる 恐れのある 特

定人に有利・ 不利な介入行為を規制する 。  

① 第３ 号にいう 「 有利な取り 計ら い」 と は、 契約にあたり 特定の企業等を斡旋する

行為等をいう 。  

② 第３ 号にいう 「 不利な取り 計ら い」 と は、 契約にあたり 特定の企業等を排除する
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よ う 働き かける 行為をいう 。  

 ( 5)   第１ 項第４ 号は、 議会における 審議の公正さ を確保する ため、 一身上の事件や直接

的な利害関係を有する 業務にと どま ら ず、 支配的地位に有る か否かに関わら ず自ら 関

係する 企業等について公正さ を確保する ための努力義務を課し ている 。 ま た、 自ら 関

係する 企業等への特別の利益誘導行為の規制、 特に関係のある 議事への関与の自粛等

をいう 。  

 ( 6)   第１ 項第５ 号は、 政治献金に関し 、 法の許容に関わら ず、 政治的道義的批判を受け

る 恐れのある 受領行為を規制する 。  

    ① 第５ 号にいう 「 批判を受ける 恐れのある 寄附」 と は、 例えば、 特定の職務行為に

関係し ての金品の授受の回避行動と 見なさ れかねない寄附をいう 。  

 ( 7)  条例第３ 条の政治倫理基準に関し て、 個々の行為が許容さ れる 範囲か否かと いう 具

体的な基準について、 今後、 必要に応じ 、 幹事長会において協議し 、 基準の明確化と

モラ ルの向上に努める も のと する 。  

 

３  兼業・ 兼職報告書等の提出（ 条例第４ 条関係）  

 ( 1)  条例第４ 条は、 議員の職務権限の行使にあたり 、 その公正さ を確保する ため、 私的

地位を含め明ら かにする と と も に、 清浄な区政のため政治資金の流れを明確にさ せる

ため規定し たも のである 。  

 ( 2)  第１ 項は、 本条例目的達成のため、 ４ 月における 定期的な報告のほか、 変更の都度

報告義務を課し ている 。 私的な地位のう ちプラ イ バシーの保持、 思想信条の自由に配

慮し 、 宗教的、 政治的及び社交的団体は含ま ない。 こ こ でいう 社交的団体と は、 同好

会、 同窓会、 ス ポーツク ラ ブ等をいう が、 区から 補助金の交付を受けている 団体につ

いては記載する も のと する 。 ま た、 顧問・ 相談業務を主と する 職業の一環と し て、 顧

問、 その他の職に就いている 場合は、 区と 契約関係にある 企業等の記載で足り る 。  

 ( 3)  第４ 項の保存年限は、 関係法規の規定に準じ て定めている 。 なお、 本項は間接的に

閲覧請求期限を定める も のである 。  

 

４  政治倫理審査会の設置（ 条例第５ 条関係）  

 ( 1)   政治倫理審査会（ 以下「 審査会」 と いう 。） の委員の報酬は、 議員を除く 委員に支給

する も のと し 、 議長が別に定める 。  

 ( 2)   審査会の運営の細則は、 申し 合わせある いは確認事項と し 、 審査会が別に定める 。  

  ① 審査会の委員のう ち区民については、 公募によ る も のと する 。  

  ② 審査会は、 会議録を調整し 、 その会議録は閲覧に供する 。 但し 、 会議を非公開に

し た部分は除く 。  
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５  区民及び議員の審査請求権（ 条例第６ ・ ７ 条関係）  

 ( 1)  条例第６ 条は、 区民に審査請求権を付与する と と も に、 適正な行使を求める ため、

その要件について定めている 。 議長は、 本条に定める 提出要件即ち書式の不備、 署名

等形式的審査を行った後に、 審査会に付託する 。  

① 条例第６ 条第１ 項にいう 「 区民」 には、 区内に住所を有する 法人、 人格なき 社団

を含む。  

② 条例第６ 条及び第７ 条にいう 「 証する 資料」 と は、 特定の者に関し 、 特定の倫理

基準に反する 行為がある こ と を認識さ せる 程度の具体的内容をも ったも のである こ

と を要し 、 かつそれで足り る 。 自ら 経験し た事実等である 必要はなく 発行責任者を

明示し た報道等で足り る 。  

③ 署名の有効、 無効は直接請求の例になら い判定する 。  

 

６  政治倫理基準違反等の審査（ 条例第８ 条関係）  

 ( 1)   審査会は、 請求者が転出ま たは死亡し た場合においても 、 審査を継続し て差し 支え

ないも のと する 。  

 ( 2)  議長は、 審査請求者よ り 、 審査請求の取り 下げ願いの提出があった場合には、 審査

会に諮り 、 許否を決する も のと する 。  

① 規程第 19 条にいう 「 北区議会広報誌等」 には、イ ンタ ーネッ ト によ る 北区ホーム

ページを含むも のと し 、 その公表期間は概ね１ 月と する 。  

 

７  議員の協力義務（ 条例第９ 条関係）  

 ( 1)   資料提出の要求に対し 、 応じ がたい理由がある 場合には、 その理由を付し て審査会

に文書で回答し なければなら ない。  

 ( 2)  正当な理由なく 調査に対する 協力が得ら れなかった場合には、 審査会は審査結果報

告書においてその旨公表する も のと する 。  

 

８  審査結果の尊重（ 条例第 11 条関係）  

 ( 1)  議会と し ての措置が必要と 認めら れる と き は、 幹事長会で協議し 、 議会運営委員会

に報告する 。 但し 、 本事案に係る 議員の議案提出権を妨げる も のではない。  

 ( 2)  それぞれの措置は、 本会議における 勧告決議によ る こ と を原則と する 。  

 

注)  こ こ でいう「 条例」 と は、東京都北区議会議員の政治倫理に関する 条例をいい、「 規

程」 と は、 東京都北区議会議員の政治倫理に関する 条例施行規程をいう 。  



資料　４







資料　５




